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１から４（２）まで （現行のとおり） 

 

４（３）研修講師 

研修講師については、原則以下のア及びイのとおりとする。 

  なお、規定中の相当の知見を有する者とは、以下の(ｱ)から(ｴ)までのいずれ 

かに該当する者とする。 

（ｱ） （現行のとおり） 

（ｲ） （現行のとおり） 

（ｳ） （現行のとおり） 

（ｴ） （現行のとおり） 

 ア （現行のとおり） 

イ 別表に規定する主任介護支援専門員としての実践の振り返りと指導及び

支援の実践に係る科目の講師については、適切なケアマネジメント手法につ

いて相当の知見を有する者、相当の実務経験のある主任介護支援専門員又は

大学教員、法人内において研修の責任者として指導に従事している者を充て

るものとする。 

 

４（４）から９まで （現行のとおり） 

 

附 則 

 （施行期日） 

   この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

  （経過措置） 

   （現行のとおり） 

 

 附 則 

（施行期日） 

  この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

  （現行のとおり） 

 

 

１から４（２）まで(略) 

 

４（３）研修講師 

  研修講師については、原則以下のア及びイのとおりとする。 

  なお、規定中の相当の知見を有する者とは、以下の(ｱ)から(ｴ)までのいずれ 

かに該当する者とする。 

 （ｱ） （略） 

 （ｲ） （略） 

 （ｳ） （略） 

 （ｴ） （略） 

 ア （略） 

イ 別表に規定する「主任介護支援専門員としての実践の振り返りと指導及び

支援の実践」の科目の講師については、相当の実務経験のある主任介護支援専

門員又は大学教員、法人内において研修の責任者として指導に従事している

者を充てるものとする。 

 

 

４（４）から９まで （略） 

 

附 則 

 （施行期日） 

   この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

  （経過措置） 

    （略） 

 

 附 則 

（施行期日） 

  この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

   （略） 

 



  附 則 

 （施行期日） 

  この要綱は、平成２９年４月１２日から施行する。 

 （経過措置） 

（現行のとおり） 

 

 附 則 

（施行期日） 

  この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

 附 則 

（施行期日） 

  この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

（現行のとおり） 

 

 附 則 

（施行期日） 

  この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 附 則 

（施行期日） 

  この要綱は、令和３年６月８日から施行する。 

 

 附 則 

（施行期日） 

  この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

  この要綱は、令和５年７月１日から施行する。 

 

 附 則 

 （施行期日） 

  この要綱は、平成２９年４月１２日から施行する。 

 （経過措置） 

  （略） 

 

 附 則 

（施行期日） 

  この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

 附 則 

（施行期日） 

  この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

  （略） 

 

 附 則 

（施行期日） 

  この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 附 則 

（施行期日） 

  この要綱は、令和３年６月８日から施行する。 

 

 附 則 

（施行期日） 

  この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

  この要綱は、令和５年７月１日から施行する。 

 



 

附 則 

（施行期日） 

  この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 


